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１． 背景 

2020 年 3 月 30 日付の郵便電気通信省（現在の技術通信省）大臣合

意（No903）において、SIM カード利用者の個人情報登録、デジタ

ル暗証番号設定、社会秩序の維持等のため、ラオス国内で販売され

ている SIM カード（通話及びインターネット用）の登録義務化が発

表されました（以下「旧合意」）。 

当初の登録期限は、2020 年 12 月 31 日までと設定されていましたが（2020 年６月 17 日

付「郵政電気通信省による告知（No1056）」）、コロナ禍もあり登録が進まず、その期

限が、2022 年 1 月 31 日までに延期されていました1。しかしながら、それでも国民への

周知が進んでいない状況にあるため、技術通信省は、旧合意を改正し、2023 年 8 月 30 日

付で「電話番号登録に関する大臣合意（No.2347） （以下、「合意」）」を発行し、登録

期限を 2023 年 12 月 16 日と改めて設定しました。本稿では、SIM カードの登録方法及び

登録しなかった場合の罰則規定について簡単に解説いたします。 

 

２． 対象となる電話番号 

ラオス国内販売されている SIM カードは国内及び海外での使用を問わず登録する必要がありま

す。対象となる電話番号は以下の通りです。 

 

（１）020 から始まる通話及びインターネット用の携帯電話番号（月払い及びプリペイド方式） 

（２）030 から始まるワイヤレス固定電話 

 

なお、個人の場合は、５回線まで、法人の場合は、50 回線まで、自社製品2に使用する場合は、

100 回線まで登録可能となっています（合意第 10 条）。なお、使用者が 15 歳未満の場合は、保

護者が代わりに登録する必要があります（合意 9 条）。 

 

３． 登録方法 

                                                             
1  Laotian Times website (https://laotiantimes.com/2021/09/30/laos-extends-deadline-for-sim-card-registration-

2/) 
2 例えば、タブレット、IoT、Pos- Point of Sell など（合意第 3 条） 



 

登録方法は、登録サービスを提供している窓口（通信会社の窓口など）で登録する方法とアプリ

ケーションを使用して自分で登録する方法の２つがあります（合意第 7 条）。個人の場合、登録

には、パスポート又は ID カードが必要となります。法人の場合は、企業登録書やマネージング

ダイレクターの顔写真など多くの書類を準備する必要があります（合意第 9 条）。なお、同合意

が施行後に販売される新しいSIMカードは、電気通信会社が指定した店舗でしか購入及び登録す

ることができませんので留意が必要です（合意第 7 条）。これまでは、中古を含めた携帯電話を

販売しているお店や雑貨店などでSIMカードが購入できましたが、今後は、販売場所が制限され

ます。 

 

（１）サービス窓口 

個人の場合は、３Grab App というアプリケーションで登録が行われます。他方、法人や団体等

は、http://kyc.simreg.gov.la 上で登録されます。登録の可否は、3 時間以内に通知されます。 

 

（２）自身で登録する場合 

Lao ＫYC App 上で登録を行います。登録の可否は 72 時間以内または 3 日以内に SMS 経由で通

知があります。 

 

（３）登録の確認方法 

電話番号が登録済みであるのか確認する方法は、以下の３つがあります。 

①携帯電話から 「＊1021#」へ電話する 

②Lao KYC App で確認する 

③http://kyc.simreg.gov.la のウェブサイト上で確認する 

 

４．罰則規定 

ラオス国内外を問わず、ラオスのSIMカード利用者が合意に違反した場合、以下のとおり、罰金

が科せられる場合がありますので、留意する必要があります（合意第 28 条）。 

 

（１）SIM カードを登録せずに使用した場合：1,000,000 キープ3/回線 

（２）SIM カードを使用して、社会の秩序を乱したり、国の治安に影響を与えた場合：

10,000,000 キープ/回線 

（３）海外の SIM カードをラオス国内へ輸入・販売した場合：5,000,000 キープ/回線 

（４）登録済のSIMカードを他人へ譲渡し、新しい使用者の情報で再登録せずに使用した場合：

1,000,000 キープ/回線 

                                                             
3 1,000,000 キープ=約 50USD（2023 年 9 月末現在） 



 

（５）許可なしに他人の SIM カードを登録した場合：1,000,000 キープ/回線 

（６）登録に協力しない場合：1,000,000 キープ/回線 

（７）登録に必要な書類等を偽造した場合：1,000,000 キープ/回線 

 

以 上 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括

的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。

One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを

有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シ

ームレスなリーガルサービスを提供しております。 

   One Asia Lawyers Group ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 6 名の体

制で対応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提

供しております。各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制とそ

の留意点」等）を行っております。本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

satomi.uchino@oneasia.legal （内野 里美） 

 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  

One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2011 年に設立。メコン

地域流域諸国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数

年間の駐在・実務経験を有し、タイや CLMV の各国につき、現地弁護士と協働

して各種法律調査や進出日系企業に対する各種サポートを行う。 

 

内野 里美 弁護士法人 One Asia ラオス事務所     

2016 年より One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で 15 年以

上の実務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調

査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。 

 

about:blank
about:blank
about:blank

